
令和７年度 山形県公共調達評議委員会 

 

日時：令和８年２月９日（月）14：00～ 

場所：県庁 10 階 1001 会議室 

 

次   第 

 

１ 開  会 

 

２ 挨  拶 

 

３ 委員長挨拶 

 

４ 議事 

(1) 建設工事関連 

令和８年度の入札契約制度改善の取組み 

 

(2) 物品・役務関連 

「山形県物品等及び役務の調達に係る方針」の実施状況及び今後の取組み 

 

 

(3) その他 

 

 

５ 閉  会 

 

 



「山形県公共調達評議委員会」委員 

(任期：令和５年12月24日～令和８年12月23日) 

 

                            令和８年２月９日 
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一般社団法人山形県測量設計

業協会会長 
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１級建築士 

 

WEB 

 

（敬称略） 
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入札契約制度の見直し（建設工事・建設工事関連業務委託）（案）について        

● 山形県では、「山形県公共調達基本条例」（平成 20 年
7 月制定）に基づき、建設工事等に係る入札契約制度の
適切な運用・見直し・改善に努めている。 

【令和８年度の見直しの考え方】 
近年の資材費等の高騰への対応や、入札契約制度の

諸課題を解決するための見直しを行い、公正な競争の
促進と健全な建設業者の育成等を図る。 

山形県公共調達基本条例 令和７年度における主な見直しの状況  令和８年度に向けた見直し日程 
（基本理念） 

➊ 不正行為の排除の徹底 
➋ 公正な競争の促進 
❸ 透明性の確保 
➍ 品質及び価格の適正を考慮  
❺ 健全な建設業者等の育成 

（県における取組み） 
基本理念に則り、公共調達に係る入札契 

約制度を不断に見直し、改善に努める。 

［工事・委託共通］ 
❶ 「ワーク・ライフバランス」「女性活躍」等の評価項目の追加 
❷ 知事顕彰の評価期間の延⾧ ❸ インターンシップの評価点の変更 
［建設工事］ 
➊ 地域精通企業評価型における評価項目の簡素化 
➋ 災害復旧工事における予定価格事前公表の見直し 
❸ 災害協定に基づく県要請による出動実績への加点 
［業務委託］ 
❶ 共同設計方式におけるJV 構成企業数の変更 ❷「一抜け方式」の試行導入 

 
● 県における見直し案の検討   ～R7.12 
 
● 常任委員会への見直し案の報告   R8.1.28 
 
● 公共調達評議委員会で審議   R8.2.9 
 
● 見直し内容の周知       R8.4～ 
 
● 見直した制度の運用開始    R8.7～        

令和８年度に向けた主な入札契約制度の見直し案        

１［工事］発注基準(土木一式工事などの競争入札参加者の要件)の見直し  ２［工事］ 総合評価  
週休２日確保工事の実績による加点評価の段階的廃止 

 ４［業務委託］
 総合評価  

建築関係コンサルタント業務委託に係る評価項目、
評価基準及び配点の見直し 

《現状》 
● 土木一式、建築一式、電気、管及び舗装工事については、設計金額に応じ入札

に参加可能な等級を設定している。 

《課題》 
● 数年前から、全国的に建設工事で使用される建設資材が急激に高騰し､高止ま

りしている。 
● 国交省では、急激な物価変動等を踏まえ、R７年４月から全工種で発注標準を

1.14 倍（R２～５年度までの建設工事費デフレータの伸び率）引き上げた。 
● 都道府県でも､資材高騰や国交省の改定を受け、改正の動きが出てきている。 

《見直しの概要》 
● 資材費高騰に伴う工事費増を発注基準に適切に反映すべく見直しを行う。 
● 国交省に準じ、資材費が大きく急騰したＲ２年度以降の高騰分を反映する。な

お、デフレータは R５年度から６年度にかけても大きく上昇していることから、
Ｒ２～６年度までのデフレータの伸び率（1.19 倍）を反映する。 

工事の種類 工事の設計金額（現行） 工事の設計金額（改正案） 等級 

① 
土木一式

工事 

8,000 万円以上 １億円以上 A 
3,000 万円以上 8,000 万円未満 3,500 万円以上 １億円未満 A B 
1,000 万円以上 3,000 万円未満 1,000 万円以上 3,500 万円未満 B C 
1,000 万円未満 1,000 万円未満 C D 

② 
建築一式 

工事 

1.5 億円以上 1.8 億円以上 A 
5,000 万円以上 1.5 億円未満 6,000 万円以上 1.8 億円未満 A B 
1,000 万円以上 5,000 万円未満 1,000 万円以上 6,000 万円未満 B C 
1,000 万円未満 1,000 万円未満 C D 

③ 
電気工事
管工事 

6,000 万円以上 7,000 万円以上 A 
2,000 万円以上 6,000 万円未満 2,000 万円以上 7,000 万円未満 A B 
2,000 万円未満 2,000 万円未満 B C 

④ 
舗装工事 

3,000 万円以上 3,500 万円以上 A 
1,000 万円以上 3,000 万円未満 1,000 万円以上 3,500 万円未満 A B 
1,000 万円未満 1,000 万円未満 B C 

 

  

《現状・課題》 
● Ｒ６年４月から時間外労働の上限規制が適用され、週休２日

の労働環境が基本となり、県内でも週休２日の取組が定着して
きている。 

● 東北における取組を先導してきた東北地方整備局では、R６年度
以降証明書の発行を廃止、加点も R7 年度で廃止予定としている。 

《見直しの概要》 
● 週休２日確保工事実施証明書の発行を段階的に廃止し、証明

書の有効期限が切れる時期の到来により、総合評価での加点も
廃止する。 

 現行 R8.10～ R9.10～ 
週休２日の発注方式 月単位 完全土日 標準化 
証明書を発行する 
達成状況の要件 

月単位 
完全土日 

完全土日 
（月単位は廃止） 廃止 

 
総合評価における 
証明書による加点措置 

当面継続 有効期限切れ到来 
１点 廃止 

 

 

《現状・課題》 
● 現行の建築コンサル業務の総合評価基準等は、性質の異なる土木コンサ

ル業務に準じた箇所が多いこと等から、建築コンサル業務の実態を踏ま
えたより適切な評価になるよう見直す必要がある。 

《見直しの概要》 
● 業務に関わる配置技術者が多い等の建築コンサル業務の特徴に合わせ、

技術者評価の内容や配点等を実態に即し見直す。 

＜各評価項目の主な見直し内容＞ 

資   格 土木コンサルと比較し、評価対象となる技術者が多いた
め、配点を増 

専門技術力  

  

業務経験 
（同種・類似） 

特に業務成果の品質に影響が大きい管理技術者、主任担
当技術者（総合）の配点を増 

 

業務成績 
（５年平均） 

評価対象を業務の中心的役割となる管理技術者のみとす
る。これにより、事業者の実績確認書類の提出に係る事
務負担を軽減 

 

若手・女性技術者
の配置 

若手・女性技術者育成の観点から、若手・女性技術者を
配置する場合、専門技術力において新たに加点 

情報収集力 
（業務実施箇所） 

土木コンサルと比較し、地域特性の把握は業務成果の品
質に与える影響が小さいため、配点を減 

 

 
技術者評価 

資格 専門技術力 情報収集力・専任性 技術研鑽 
土木コンサル 3 12 ９ 6 
建築コンサル 3 12 ９ 6 

 

建築コンサル 
（見直し後） 

５ 
（＋２） 

18 
（＋６） 

３ 
（－６） 

６ 
（変更なし） 

   

 
３［業務委託］ 総合評価   

災害関連緊急随契業務に係る成績評定点の除外 
 

 

《現状・課題》 
● 令和６年７月豪雨災害時に、緊急性が重視される災害関連緊

急随契業務では、十分な事前準備や計画的実施が困難なため、
平常時の他の業務と同じ基準による成績評定が難しいとして、
評定を行わないこととした。 

《見直しの概要》 
● 上記の取扱いに準じ、総合評価で企業・技術者の過去５年間の

業務成績評定の平均点を算出する際、過去の災害の緊急随契の
評定点を除外する。 

 

       

５［工事･委託共通］  総合評価   成績評定点の評価基準(５区分)の見直しの方向性 

《現状・課題》 
● 成績評定点の上昇に伴い企業平均点の

分布が高い区分に偏ってきたため、Ｒ５
公共調達評議委員会へ、５区分の閾値を
建設工事３点、業務委託２点引き上げる
提案を行ったが、継続検討とされた。 

● 今般、直近５年間の企業ご
との平均点を再計算し分布
を見ると、工事、業務委託と
も高い区分に偏る傾向はあ
るものの、最上位区分の企
業は未だ少数であった。 

《直近の分布状況》例：工事 

 
《今後の方向性》 
● 評価基準は当面｢現行どおり｣とし、

今後、評定点の更なる上昇がみられ、
最上位区分の企業数が下位３区分の
合計数を上回った場合、偏りを緩和す
る見直しを行う（右図参照 例：工事））。 

  

  

  

資料１ 令和８年２月９日 
山形県県土整備部 

0 


